
資料３－１ 動物の所有者の明示に関する措置要領（仮称）（骨子案） 

 
 
 
１ 案の検討に当たっての基本的考え方 

 動物の所有者を明らかにするための措置に関する自発的取組みを推進するために、

次の事項等について記したガイドラインとする。 

・所有者明示の意義及び役割 

・本要領の適用対象動物 

・装着すべき識別器具に関する基本的考え方 

・識別器具の種類等 

・動物の健康及び安全の保持 

・識別器具の点検等 

・関係行政機関等の責務 

 

 
２ 案の骨子 

（１）所有者明示の意義及び役割 

・盗難及び迷子動物の発生防止 
・飼主責任の明確化による遺棄及び逸走の未然防止 
・関係地方公共団体等による飼主発見業務の迅速化・効率化 
 

（２）本要領の適用対象動物 

 ・家庭動物、展示動物 

・特定動物 

  

（３）装着すべき識別器具に関する基本的考え方 

・動物の特性や飼養目的に応じた適切な識別器具の選択 
・可能な限りの常時装着 
   ※識別器具が備えるべき主な要件 

・動物によって外されにくいこと 
・耐久性が高いこと 
・所有者を特定できる情報が付されていること 
・付されている情報が記号の場合は、その管理体制が適切な団体等に

よって全国規模で整備されていること 
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（４）識別器具の種類及び装着時期 

 ・首輪、マイクロチップ、入墨、脚環等が基本 
・首輪等の場合は、脱落しにくい識別器具により補完すること 
 ・原則として、飼養開始以降速やかに装着 
 
（５）動物の健康及び安全の保持 

・動物に対する負担の軽減及び動物の状態の定期的観察 
・必要に応じた獣医師等の専門家による装着（外科的な措置が必要な場合） 

 
（６）識別器具の点検等 

・識別器具の破損状況等の定期的点検 
・所有者情報の速やかな更新 
 
（７）関係行政機関等の責務 

 ・所有者明示の推進に関する普及啓発 

・所有者情報の読取り体制の整備（関係行政機関） 

・情報源情報データベース・ネットワーク（仮称）の整備に対する協力（動物の

所有者に関する情報の管理者） 
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参考資料 

 
 
１ マイクロチップによる犬の個体登録システムの流れ（例） 
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２ 主な個体識別の手段（再掲） 

 
種類 特性 費用 主な導入事例

首輪 ・装着が簡単だが、小型の動物には装着不可。
 動物への負担は少ない。 
・表示できる識別情報量は多く、視認可能。 
・脱落・破損・摩耗等のおそれあり。 

数百円～
千数百円 

一般的に普及

名札・鑑札 ・装着が簡単だが、単独では装着不可。また、
小型の動物には装着不可。形状によるが動物
への負担は少ない。 
・表示できる識別情報量は比較的多く、視認可
能。 
・脱落・破損・摩耗等のおそれあり。 

数百円 狂犬病予防法

入墨 ・施術に時間と動物への負担がかかる。哺乳類
以外の動物には施術不可。施術後の動物への
負担はない。 
・表示できる識別情報量は少ない。多くは記号
化して表記。視認可能。 
・脱落・破損・摩耗等のおそれなし。 

数千円 海外等で一般
的に普及 

脚環 ・装着は容易。鳥類以外の動物には適用不可。
 動物への負担は多少ある。 
・表示できる識別情報量は少ない。多くは記号
化して表記。視認可能。 
・脱落・破損・摩耗等のおそれは少ない。 

数百円 鳥獣法 

写真 
（外観） 

・撮影は容易で、すべての動物に適用可能。 
・表示できる識別情報量は少ない。多くは記号
化して表記。視認可能。動物への負担はない。
・外観に特徴のない場合は個体識別が困難。 

数十円 一般的に普及

耳標 ・装着は容易。中型～大型の哺乳類以外の動物
には適用困難。動物への負担は多少ある。 
・表示できる識別情報量は少ない。多くは記号
化して表記。視認可能。 
・脱落・破損・摩耗等のおそれが比較的ある。

数百円 牛の個体識別
措置法 

マイクロ
チップ 

・装着は容易。ほとんどの動物（哺乳類、鳥類、
爬虫類）に装着可能。動物への負担は少ない。

・チップ自体に格納できる識別情報量は少ない。
１５桁の番号を記号化して表記。視認不可で、
専用の読み取り機器が必要。 
・脱落・破損・摩耗等の可能性はない。 

数千円 ＡＩＰＯ（動
物ＩＤ普及推
進会議）等 

ＤＮＡ鑑
定 

・分析に時間がかかるが、ほとんどの動物に適
用可能。動物への負担はない。 
・識別情報量は表示されず、視認不可。個体識
別（同定）の際には、再検査（分析）が必要。
・脱落・破損・摩耗等の可能性はない。 

数千円 ＪＫＣ（ジャ
パンケネルク
ラブ）におけ
る犬の血統登
録 
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○ 首輪        ○ 入墨 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 名札・鑑札             ○ 脚環  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 耳標                ○マイクロチップ 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

出典：山階鳥類研究所 HP、環境省資料 
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３ 情報源情報データベース・ネットワークの概要 

情報源情報データベース（ＤＢ）・ネットワーク

A自治体・危
険動物ＤＢ

送付
環境省・特定
外来生物ＤＢ

ＡＩＰＯ・犬ねこ
等のＤＢ

環境省
各自治体・
獣医師会等

他のﾃﾞｰ
ﾀﾍﾞｰｽ

配信

連携体制の構築

ＤＢ名称と
識別番号
のみ

当該自治体
等ＤＢ

（データ：許可申
請内容等）

他自治体の
情報源情報
（データ：識別番
号＋ＤＢ名称）

配信情報
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４ 動物の所有者に関する情報の主な管理主体 

 

情報の管理主体 手段 対象動物 根拠法令 

各都道府県及び政令市 主にマイクロチップ等 特定動物（危険な動物） 
動物愛護管理

法 

各都道府県 脚環 飼養される野生鳥 鳥獣法 

市町村 鑑札 犬 

農林水産省（動物検疫所） マイクロチップ 輸入される犬等※２

狂犬病予防法

環境省 主にマイクロチップ等 
特定外来生物(哺乳類、

鳥類及び爬虫類) 
外来生物法 

国頭村、大宜味村、東村※１

マイクロチップ ねこ 条例 

各動物園等 
マイクロチップ、脚環、翼

帯、入墨等 
展示動物等 － 

ＡＩＰＯ（動物ＩＤ普及推

進会議）等 
マイクロチップ 犬・ねこ等 － 

    

※１沖縄県やんばる地域    

※２犬及びねこ並びに指定地域から輸入されるきつね、あらいぐま及びスカンク  

 

 

 
５ 識別器具に付される記号情報の様式の例 

 

（１）マイクロチップ 

ISO（国際標準化機構）により、「データのコード（１５桁のデータの様式）」と「通

信方式（電波の周波数等）」が規格化されている。このため、ISO 準拠のマイクロチ

ップ及びリーダーについては、生産メーカーが異なっていても、共通に使用するこ

とが可能とされている。 

 

データコードの構造の規格：ISO 11784 

  通信方式の規格      ：ISO 11785 
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日本におけるデータコードの例は下記のとおり 
【 例 】 登録番号：392141056780123の場合 

 
 
 

3 9 2 1 4 1 0 5 6 7 8 0 1 2 3 

①国コード  ②National ID Code 

 
 
 (動物コード) 

ペット動物＝14  
 

 
 
 
（２）装着登録票（脚環

  鳥獣保護法に基づき

を打刻することとされ

① アからエに掲げる

ア 登録票の発行に
 イ 装着登録票の区
 ウ カタカナ 
  エ 四けたのアラビ
② 二段書きとし、ア

 
【 例 】 
    上段 １３

      下段 １２

  ①のウのカタカナは

ア０００１から始め、

１とし、その後は順次
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(個体識別番号) 
 (販売会社コード) 

 

） 

鳥の飼養登録を受ける場合、鳥に装着する登録票には番号

ているが、同番号は次により定めることとされている。 
文字をその順序により組み合わせる。 
係る都道府県を表示する二けたのアラビア数字 
分を表示するローマ字 

ア数字 
,イ及びウを上段に、エを下段に記載するものとする。 

Ｂア 
３４ 
五十音順、アラビア数字は小さい数から大きい数の順とし、

ア９９９９の次をイ０００１、イ９９９９の次をウ０００

この方法に従うものとする。 

動物の所有者の明示に関する措置要領（骨子案） 



 
（３）入墨（刺青） 

 社団法人日本シェパード犬協会では、シェパードの血統管理の目的で、右耳の

内側に施術している。（例） 
  施術者は「協会が指定した者」としており、全国で４０～５０名が指定されて

いる。５桁の文字と数字で、前２桁が施術者コードで、後３桁が個体番号となる。

（年間登録数は３千頭前後） 
 
 【 例 】 
       １H  １２３
   施術者コード  個体番号 
 
 
 
 
６ マイクロチップにより所有者が判明した事例 

 

 

時期： 平成１６年１１月中旬～下旬 
地域： 静岡県 
種類： 犬（ミニチュア・ダックスフント） 
概要： 静岡県浜松市内で迷い犬として保護され、約２週間後に元の飼

い主に引き取られた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時期： 平成１６年１月頃～平成１７年１月中旬 
地域： 沖縄県 
種類： 猫 
概要： 国頭村内で迷い猫として保護され、保護から５日目に、村内の

飼い主の元に約１年ぶりに戻った。 
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※参考 動物の所有者の明示に関する措置要領（仮称）の策定について

（前回資料の抜粋） 

 

 

１ 概要 

 平成１１年の法改正により、犬ねこ等の動物の飼育者に対して、所有者明示の措

置を講ずることが努力義務として規定されたところであるが、依然として所有者の

明示措置をしている人の割合が少なく、全国各地で迷子動物や飼育動物の遺棄が発

生していることから、自発的取組みを推進するために、環境大臣が所有者明示措置

の要領を策定する措置が、改正法に盛り込まれたところ（なお、特定動物について

は義務付け）。 
 
※策定が必要となる事項 

 ○動物の所有者の明示に関する措置要領（仮称）（告示） 

動物の所有者がその所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らか

にするための措置の策定（改正法第７条第３項）。 
 
※現行法参照条文（抜粋） 

（動物の所有者又は占有者の責務等） 
第七条  

 （略）  

３ 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにす

るための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。 
 
 
２ 策定状況等 

 今回、新規に策定。 
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